
別紙３ 

「週休２日工事」の経費補正及び４週８休の考え方について 
 

１  経費の補正方法 

週休２日工事において、発注方式及び休日確保の実績に応じて労務単価に補正係数を乗じるもの

とする。 

 
【指定方式】週休２日工事実施率向上のため、令和６年４月より発注者指定方式を標準とする。 

・４週８休以上の休日の確保を前提に当初予定価格から以下の補正係数を乗じるものとする。 

・実施できなかった場合は補正分を減額する。 

 

【補正係数】 

補正係数は以下の区分により設定する。 

※市場単価に含まれる費用についても補正の対象とする。 

 

「主たる工種」が、 

漁港漁場工事の場合は、水産庁及び港湾局の基準「区分①」に準拠 

土木工事の場合は、国交省（港湾局を除く）の基準「区分②」に準拠 

 

「区分①」 「区分②」 

・労 務 単 価  ：１．０４ 

・機械経費（賃料） ：１．０２ 

・共 通 仮 説 費 率：１．０２ 

・現 場 管 理 費 率：１．０３ 

・労 務 単 価  ：１．０４ 

・機械経費（賃料） ：１．０２ 

・共 通 仮 説 費 率：１．０３ 

・現 場 管 理 費 率：１．０５ 

 

 

２．４週８休の考え方 

週休２日工事において、４週８休の考え方はそれぞれ以下のとおりとする。 

（１）現場閉所型の場合 

４週８休とは週休２日工事の対象期間内の休工日数の割合（以下、現場閉所率という。） 

が２８．５％（８日/２８日）以上の状態とする。 

   現場閉所率 ＝ 休工日数 / 対象期間日数 

 

※休工日は現場閉所とし、現場閉所とは巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な 

 作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて 1日を通して現場や現場事務所を 

閉所するものとする。 

 

    ※対象期間は現場施工に着手した日（準備期間は含まない）から現場施工が完了した日 

（後片付け期間は含まない）までとする。ただし、年末年始６日間、夏季休暇３日間、 

工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、 

発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を 

余儀なくされる期間などは含まない。 

 

 

 

 



（２）交替制の場合 

   ４週８休とは対象者毎に、週休２日工事の対象期間内の休日日数の割合 

（以下、休日率という）を算出し、）全対象者の休日率を平均化した値が 

２８．５％（８日/２８日）以上の状態とする。 

      対象者毎の休日率 ＝ 休日日数 / 対象期間日数 

      工事の休日率 ＝ 全対象者毎の休日率の平均 

 （表中の工期日数を対象期間日数と置き換えるものとする。） 

（国土交通省東北地方整備局 

「週休２日交替制モデル工事の施行における東北地方整備局の運用方針」より引用） 

 

ただし、非常勤（臨時）以外で短期作業期間が偏在する作業形態の作業員については、短期作業期間

のみを合計した期間を集計期間とし、短期作業期間と短期作業期間の間の作業のない中抜け期間は休日

日数を算出する際の休日日数及び工期日数の対象としない。短期作業期間の定義は、作業日が７日以上

ある場合とし、作業日が７日未満の場合は週休２日が成立しないことから、その期間は休日日数及び工

期日数の対象としない。 

 

 

（表中の工期日数を対象期間日数と置き換えるものとする。） 

（国土交通省東北地方整備局 

「週休２日交替制モデル工事の施行における東北地方整備局の運用方針」より引用） 

 


